
TOWN INFORMATION 町からのお知らせ

6広報しばやま 

　
飼
料
用
米
な
ど
の
作
物
を
生
産
す

る
農
業
者
に
対
し
て
交
付
し
ま
す
。

■
交
付
対
象
者
　

　
水
田
で
飼
料
用
米
・
加
工
用
米
、

麦
な
ど
の
作
物
を
生
産
す
る
販
売
農

家
・
集
落
営
農

■
交
付
単
価

　
生
産
す
る
作
物
に
応
じ
て
下
記
表

の
と
お
り
交
付

■
交
付
対
象
面
積

　
下
記
表
の
と
お
り

　　
対
象
と
な
る
作
物
の
価
格
が
下
落

し
た
場
合
に
収
入
を
補
て
ん
す
る
保

険
的
制
度
で
す
。

■
対
象
者
　

　
認
定
農
業
者
、
集
落
営
農
、
認
定

新
規
就
農
者

■
対
象
作
物
　

　
主
食
用
米
、
麦
、
大
豆
、
て
ん

菜
、
で
ん
粉
原
料
用
ば
れ
い
し
ょ

■
補
て
ん
内
容

　
対
象
品
目
の
販
売
収
入
の
合
計
が

過
去
5
年
間
の
標
準
的
収
入
を
下

回
っ
た
場
合
に
、
そ
の
差
額
の
9
割

を
、
国
か
ら
の
交
付
金
と
農
業
者
の

積
立
金
で
補
て
ん

　
6
月
29
日
㈮
ま
で

農業
経
営
所
得
安
定
対
策

講
演
会
の
お
知
ら
せ

飼
料
用
米
な
ど
へ
の
取
り
組
み

「
認
知
症
を
知
ろ
う
」

〜
誰
も
が
安
心
し
て

　
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
〜    
　
今
年
度
か
ら
「
生
産
数
量
目
標
」
が
廃
止
と
な
り
「
生
産
目
安
」
に
変

わ
り
ま
す
が
、
生
産
調
整
（
転
作
の
取
り
組
み
）
は
無
く
な
り
ま
せ
ん
。

　
引
き
続
き
国
か
ら
の
補
助
制
度
を
活
用
し
て
安
定
し
た
農
業
経
営
を
目

指
し
ま
し
ょ
う
。

　
認
知
症
は
誰
も
が
な
り
う
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
認
知
症
に
つ
い
て

正
し
く
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
認

知
症
の
方
や
そ
の
家
族
へ
の
接
し
方

に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

水
田
活
用
の
直
接
支
払
交
付
金

交
付
申
請
書
提
出
期
限

ナ
ラ
シ
対
策
（
米
・
畑
作
物
の

収
入
減
少
影
響
緩
和
対
策
）

ま
ち
づ
く
り
課 

農
政
係 

☎
77
‐
３
９
１
７

問

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
77
‐
３
９
２
５

問

対象作物 交　付　単　価

飼料用米、米粉用米 収量に応じ55,000 円～ 105,000 円 /10a（標準収量 (約 9俵 ) で 80,000 円程度）

WCS用稲 80,000 円 /10a

加工用米 20,000 円 /10a

麦、大豆、飼料作物 35,000 円 /10a

■水田活用の直接支払交付金　交付対象一覧

※飼料用米・米粉用米は、作柄調整（当該年度の地域の収穫実績）により交付単価が変動します。
※米の直接支払交付金（生産数量目標達成者に対する7,500円/10aの補助金）は平成29年度で終了。

■ 

講
師
　
医
療
法
人
社
団
慈
優
会
　

九
十
九
里
病
院

　
作
業
療
法
士
　
芝
井
　
孝
祐

■
開
催
日
時
　
５
月
22
日
㈫

　
午
後
２
時
〜
３
時
30
分

■ 

場
所
　
福
祉
セ
ン
タ
ー
　「
や
す

ら
ぎ
の
里
」
２
階
講
習
室

■
参
加
費
　
無
料

■
定
員
　
先
着
50
人

■
締
切
り
　
５
月
18
日
㈮

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り

■ 

申
込
み
　
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
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町
で
は
、
原
則
私
有
地
に
関
す
る

不
法
投
棄
物
の
回
収
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
不
法
投
棄
を
行
う
者
は
、
管
理
が

不
十
分
な
土
地
や
資
材
置
き
場
、
空

き
地
な
ど
を
狙
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
他
人
に
貸
し
た
土
地
が
ご
み
置

場
に
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
処
理
に

困
る
ケ
ー
ス
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
土
地
の
所
有
者
は
、
空
き
地
な
ど

に
対
し
て
は
、
管
理
者
を
明
示
す
る

と
と
も
に
ゲ
ー
ト
な
ど
を
設
け
て
管

理
し
、
貸
し
た
土
地
に
対
し
て
は
、

土
地
の
状
況
を
定
期
的
に
確
認
す
る

な
ど
し
て
土
地
管
理
責
任
に
基
づ
く

適
正
な
管
理
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

環境
自
分
の
財
産
は
自
分
で
守
り
ま
し
ょ
う

あ
な
た
の
土
地
は
大
丈
夫
？

　
あ
な
た
の
土
地
に
ご
み
を
不
法
投
棄
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
土
地
の
管
理

を
適
正
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

　芝山町では、平成28年度に地方創生加速化交付金を活用し「スポーツツーリズムDMO構築
による新たな産業創出と地域の魅力向上」事業を実施しました。平成30年２月14日に行われた
芝山町総合戦略推進会議で報告した本事業の実施状況は、下記のとおりです。

ま
ち
づ
く
り
課 

環
境
下
水
道
係 

☎
77
‐
３
９
0
８

問

交付対象事業による費用内訳 内　　　　　容 実 績 額
Ⅰ　 芝山町日本版DMO設立

支援事業
スポーツＤＭＯ組織化に向け、プロジェクトスタッフを公募し、課
題や役割、活動内容について検討し、事業化する体制を構築した。 24,267,000

Ⅱ　拠点づくり事業
プロジェクト参加者自ら、旧県立芝山高等技術専門校跡地の再活用
および山中地区の古道（赤道）の整備、地域の地方創生拠点づくり
の場として再生した。

5,512,927

Ⅲ　芝山町創生の空間創造事業 旧県立芝山高等技術専門校敷地内の倒壊もしくは危険な施設を取り
除き、安心安全な空間を創造した。 26,136,000

Ⅳ　芝山町創生の拠点化事業 地方創生の拠点として、旧県立芝山高等技術専門校施設の必要最低
限の復旧修繕を行った。 556,545

合　　計 56,472,472

　たばこは、がんをはじめ多く
の生活習慣病を引き起こす大き
な原因です。
　また、自分だけでなく周りの
人の健康にも大きな影響を与え
てしまいます。
　禁煙週間を機会に自分や家族
のために、あなたも禁煙やたば
この煙の害について考えてみま
せんか？

5月31日は
「世界禁煙デー」
５月31日～６月６日までは
「禁煙週間」です

■事業の内容
　スポーツツーリズムDMO「みどりと空のプロジェクト」の組織化を図り、地域資源の商品化の検
討、観光人材の育成を実施しました。また、旧県立芝山高等技術専門校跡地を再利用し、地方創生事業
の拠点化を図るとともに、山中地区の古道の再生など地域観光資源の開発を行い、町の魅力向上や新た
な住民を呼び込む場づくりをしました。
■事業の評価･継続
　地方創生に相当程度効果があり、総合戦略のKPI達成に有効であり、今後も事業の継続を図ります。

地方創生加速化交付金の実績報告 　 総務課 企画政策係　☎77-3921問


